












令和５年度 第１回 袖ケ浦市都市計画審議会 

 

日 時  令和５年５月１９日（金） 

午後３時から 

場 所  袖ケ浦市民会館３階中ホール 

 

次      第 

 

１ 開  会 

 

２ 辞令交付式 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 会長あいさつ 

 

５ 委員紹介、職員紹介 

 

６ 議事録署名人の選出 

 

７ 議  事 

（1）袖ケ浦市都市計画マスタープラン等の改定について【資料１】 

 

（2）その他 

 

８ 閉  会 



資料１－１ 
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袖ケ浦市都市計画マスタープラン等の改定について 

 

１．概要  

 袖ケ浦市都市計画マスタープランについては、令和２年７月に策定し、令和１３

年度までの１２年間を計画期間として、本市の都市の将来像やまちづくりの方針を

定めています。 

 この度、令和４年１２月に「袖ケ浦市公共施設再配置方針」が策定されたことを

踏まえ、公共施設が用途廃止された場合などに公共施設跡地の利活用が円滑に行わ

れることを目的として、公共施設用地の土地活用に係る記載を追加するため、袖ケ

浦市都市計画マスタープランを改定します。 

 また、袖ケ浦市都市計画マスタープランの改定に伴い、地区計画制度の活用によ

り、公共施設跡地の利活用を図ることができるよう、地区計画の類型に公共施設跡

地利活用型を追加するため、市街化調整区域における地区計画ガイドラインを改定

します。 

 
 

２．改定する計画等 

（１）袖ケ浦市都市計画マスタープラン 

（２）市街化調整区域における地区計画ガイドライン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 2 - 
 

３．袖ケ浦市都市計画マスタープランの改定について 

 （１）都市計画マスタープランの策定趣旨 

 

 

 
 
 （２）都市計画マスタープランの目標年次 

 本マスタープランの目標年次は総合計画における基本構想との一体的な運用を

図る観点から、基本構想の目標年次である令和 13 年（2031 年） 

 
 （３）都市計画マスタープランの位置づけと構成 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に定められた「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」にあたるもので、長期的な都市づくりの指針となる

ものです。上位関連計画である市の「総合計画（基本構想）」及び県が策定する「袖

ケ浦都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 袖ケ浦市都市計画マスタープランの位置づけと構成 

 

（４）改定内容 

 資料１－２「袖ケ浦市都市計画マスタープラン新旧対照表」のとおり 

 

＜都市計画＞ 

用途地域、地区計画、 
道路や下水道などの都市施設等 

袖ケ浦都市計画 
都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

袖ケ浦市総合計画 

＜各種関連計画＞ 
道路や公園緑地 

環境、景観、防災 
などに関する 
分野別計画 

連携 

市の計画 県の計画 

袖ケ浦市都市計画 
マスタープラン 

即す 

即す 

 総合計画や都市計画区域マスタープランなど、上位関連計画との整合・調整の必要性 
 少子高齢化をはじめとする本市を取り巻く社会経済情勢の変化に対応した計画づくり 
 ⾧期的な視点に立った都市の将来像、土地利用の方針及び都市施設の配置や整備方針等

を明らかにする 

即す 

 

《将来都市像》 

《計画実現の仕組み》 

《全体構想》 
●土地利用の方針 
●都市施設の整備方針 
●都市環境の形成方針 
●都市景観の形成方針 
●都市防災の方針 

《地域別構想》 
●昭和地域 ●長浦地域 
●根形地域 ●平岡地域 
●中川・富岡地域 
●臨海地域 

【構成】 
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４．市街化調整区域における地区計画ガイドラインの改定につ

いて 
 
 （１）地区計画について 

地区計画は、主に地区内の良好な市街地環境の形成又は保持を目的に、道路・公

園などの位置、建築物の用途、土地利用等について地区レベルで定める計画です。 

市街化区域・市街化調整区域のどちらでも策定でき、これにより地区内において

きめ細かな規制誘導が可能となります。具体的な規制項目として、道路・公園の配

置や規模、建築物の用途制限、壁面位置の制限、最低敷地面積、形態意匠、垣柵の

構造等があります。 

 本ガイドラインは、都市計画マスタープランに掲げる方針を実現するために、市

街化調整区域において地区計画を誘導するための運用基準です。マスタープランの

方針に沿った都市的土地利用を図る区域では、ガイドラインに沿った地区計画策定

が可能となります。 

 

（２）地区計画の構成 

 地区計画は、「目標」「方針」「地区整備計画」で構成されます。市街化調整区域で

は、原則、本ガイドラインに沿って住民・地権者が提案し、市と協働で策定を進め

ます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区計画の目標 

どのようなまちづくりを進めるのか定めます 

区域の整備、開発及び保全の方針 

目標を実現するための方針を定めます 

地区整備計画 

区域内に、道路・公園等の配置や建築物等に 

関する制限などを詳しく定めることができます 

地区施設の配置及び規模 

道路・公園等の配置や規模を定めることができます 

建築物等に関する事項 

以下のような制限項目を定めることができます 

１）建築物等の用途の制限 

 （用途を細かく設定し、地区にふさわしく 

ない建物の立地を防ぐことができます。） 

２）建築物の敷地面積や建ぺい率、容積率の限度 

３）壁面の位置の制限（外壁の後退距離） 

４）建築の高さの制限 

５）建築物の形態、色彩、意匠の制限 

６）緑化率の限度 

７）垣、柵の構造の制限 

土地の利用に関する事項 

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、 

壊さないように制限することができます 
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 （３）地区計画の類型 

地区計画の類型 地区計画の基本的な考え方 

①集落地型 

地域拠点及びその周辺の集落地において、人口減少の抑制と

地域コミュニティの維持・活性化のため、住宅、公益施設及

び生活利便施設等の立地の誘導を図ります。また、これ以外

の幹線道路沿道等の集落地においては、周辺環境と調和した

良好な居住環境の維持・向上を図ります。 

②既存開発住宅地型 
既存開発住宅地において、低層戸建て住宅地としての良好な

居住環境の維持を図ります。 

③農住調和地型 

市街化区域縁辺部の農住調和地において、市街地のスプロー

ル化を防止し、農地や樹林地など周辺の自然との調和を図る

ため、一定のルールを設け秩序ある土地利用を誘導します。 

④インターチェンジ 

周辺型 

高速道路インターチェンジ周辺において、広域的な交通利便

性の高さを活かし、周辺環境との調和を図りつつ、工場、流

通業務施設、商業施設及び観光施設など、地域振興に寄与す

ると認められる施設等の立地を誘導します。 

⑤主要幹線道路沿道型 

高速道路インターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道

において、多くの人や物が行き交う特性を活かし、周辺環境

との調和を図りつつ、沿道サービス施設や観光施設など、地

域振興に寄与すると認められる施設等の立地を誘導します。 

⑥駅周辺地域活性型 

都市拠点に位置づけた駅の周辺部において、ポテンシャルを

活かし、駅周辺地域の更なる活性化が図られるような土地利

用及び施設等の立地を誘導します。なお、長期的に市街地整

備事業の熟度が高まった段階で、市街化区域への編入を目指

します。 

 
 （４）改定内容 

資料１－３「市街化調整区域における地区計画ガイドライン新旧対照表」のとおり 

 

５．今後の予定  

 ①パブリックコメント      ６月２４日から７月２３日まで 

 ②市都市計画審議会       ８月２１日（諮問）（予定） 

 ③計画等改定          ９月（予定） 



資料１－２ 

 
 

 

袖ケ浦市都市計画マスタープラン一部改定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新旧対照表  
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（新） 

第４章 全体構想 

〔３〕 誘導・配置等の方針 

（４）市街化調整区域の土地利用の方針 
   ①～⑤ （略） 

⑥ 高速道路インターチェンジ周辺等 

・ 広域道路ネットワークの整備に伴い、本市内に 1 箇所、市周

辺に 3 箇所の高速道路インターチェンジが供用されているほ

か、（仮称）かずさインターチェンジの整備が市内に計画され

ています。これら高速道路インターチェンジの周辺地区及び

高速道路インターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道

では、農林業との健全な調和や周辺の土地利用との調和を図

りつつ、広域的な交通利便性の高さを活かし、市民の生活利

便性の向上や地域活力の向上に資する産業・観光施設の立地

など、地域振興に寄与する土地利用について、地区計画制度

の活用などにより計画的な規制誘導を図ります。 

・ 袖ケ浦インターチェンジ周辺では、東京湾の対岸地域からの

玄関口であり、袖ケ浦駅周辺地区にも近いことから、対岸地

域からの来訪者や市民のニーズを踏まえた適切な土地利用の

規制誘導を図ります。 

   ⑦ 公共施設跡地利活用地区 

   ・ 公共施設跡地または今後施設の廃止等が見込まれる公共施設

用地について、地区計画制度の活用等により、地域福祉の向

上または地域振興に寄与する施設の誘導を図ります。 
  

≪参考：コラム４（地区計画制度を活用した都市づくり）（P47）≫ 

      ≪参考：コラム５（広域道路ネットワークの波及効果）（P53）≫ 

（旧） 

第４章 全体構想 

〔３〕 誘導・配置等の方針 

（４）市街化調整区域の土地利用の方針 
   ①～⑤ （略） 

⑥ 高速道路インターチェンジ周辺等 

・ 広域道路ネットワークの整備に伴い、本市内に 1 箇所、市周

辺に 3 箇所の高速道路インターチェンジが供用されているほ

か、（仮称）かずさインターチェンジの整備が市内に計画され

ています。これら高速道路インターチェンジの周辺地区及び

高速道路インターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道

では、農林業との健全な調和や周辺の土地利用との調和を図

りつつ、広域的な交通利便性の高さを活かし、市民の生活利

便性の向上や地域活力の向上に資する産業・観光施設の立地

など、地域振興に寄与する土地利用について、地区計画制度

の活用などにより計画的な規制誘導を図ります。 

・ 袖ケ浦インターチェンジ周辺では、東京湾の対岸地域からの

玄関口であり、袖ケ浦駅周辺地区にも近いことから、対岸地

域からの来訪者や市民のニーズを踏まえた適切な土地利用の

規制誘導を図ります。 
 
 
 
 
 

≪参考：コラム４（地区計画制度を活用した都市づくり）（P47）≫ 

≪参考：コラム５（広域道路ネットワークの波及効果）（P53）≫ 



資料１－３ 

 

市街化調整区域における地区計画ガイドライン一部改定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新旧対照表  
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（新） 

２．市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方について 

（３）袖ケ浦市都市計画マスタープランにおける方針 

１－２ 市街化調整区域の土地利用の方針 

  ①～⑤ （略） 

⑥ 高速道路インターチェンジ周辺等 

・ 高速道路インターチェンジの周辺地区及び高速道路イン

ターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道では、農

林業との健全な調和や周辺の土地利用との調和を図りつ

つ、広域的な交通利便性の高さを活かし、市民の生活利

便性の向上や地域活力の向上に資する産業・観光施設の

立地など、地域振興に寄与する土地利用について、地区

計画制度の活用などにより計画的な規制誘導を図ります。 

・ 袖ケ浦インターチェンジ周辺では、東京湾の対岸地域か

らの玄関口であり、袖ケ浦駅周辺地区にも近いことから、

対岸地域からの来訪者や市民のニーズを踏まえた適切な

土地利用の規制誘導を図ります。 

   ⑦ 公共施設跡地利活用地区 

   ・ 公共施設跡地または今後施設の廃止等が見込まれる公

共施設用地について、地区計画制度の活用により、地域

福祉の向上または地域振興に寄与する施設の誘導を図

ります。 

 

※ 将来都市像を実現するために必要となる将来の骨格となる都

市の構造を示すものです。 

具体的には、人々が集い、憩い、活動する場を「拠点」と位置

づけます。 

（旧） 

２．市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方について 

（３）袖ケ浦市都市計画マスタープランにおける方針 

１－２ 市街化調整区域の土地利用の方針 

  ①～⑤ （略） 

⑥ 高速道路インターチェンジ周辺等 

・ 高速道路インターチェンジの周辺地区及び高速道路イン

ターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道では、農

林業との健全な調和や周辺の土地利用との調和を図りつ

つ、広域的な交通利便性の高さを活かし、市民の生活利

便性の向上や地域活力の向上に資する産業・観光施設の

立地など、地域振興に寄与する土地利用について、地区

計画制度の活用などにより計画的な規制誘導を図ります。 

・ 袖ケ浦インターチェンジ周辺では、東京湾の対岸地域か

らの玄関口であり、袖ケ浦駅周辺地区にも近いことから、

対岸地域からの来訪者や市民のニーズを踏まえた適切な

土地利用の規制誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※ 将来都市像を実現するために必要となる将来の骨格となる都

市の構造を示すものです。 

具体的には、人々が集い、憩い、活動する場を「拠点」と位置

づけます。 
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（新） 

３．市街化調整区域における地区計画の導入について 
（２）地区計画の類型 
市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方に即し、都

市計画法第１２条の５第１項第２号の規定に基づき地区計画を導

入する場合には、次の７つの類型によるものとします。 

 
 
 
 

（旧） 

３．市街化調整区域における地区計画の導入について 
（２）地区計画の類型 
市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方に即し、都

市計画法第１２条の５第１項第２号の規定に基づき地区計画を導

入する場合には、次の６つの類型によるものとします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

地区計画の類型 地区計画の基本的な考え方 

①～⑤ （略） 

⑥駅周辺地域活

性型 

都市拠点に位置づけた駅の周辺部において、ポ

テンシャルを活かし、駅周辺地域の更なる活性

化が図られるような土地利用及び施設等の立地

を誘導します。なお、長期的に市街地整備事業

の熟度が高まった段階で、市街化区域への編入

を目指します。 

⑦公共施設跡地

利活用型 

公共施設跡地または今後施設の廃止等が見込ま

れる公共施設用地について、地区計画制度の活

用により、地域福祉の向上または地域振興に寄

与する施設の誘導を図ります。 

地区計画の類型 地区計画の基本的な考え方 

①～⑤ （略） 

⑥駅周辺地域活

性型 

都市拠点に位置づけた駅の周辺部において、ポ

テンシャルを活かし、駅周辺地域の更なる活性

化が図られるような土地利用及び施設等の立地

を誘導します。なお、長期的に市街地整備事業

の熟度が高まった段階で、市街化区域への編入

を目指します。 
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（新） 

（３）地区計画の想定対象区域 

市街化調整区域の想定される対象区域は、上記の類型ごとに次

のように設定します。 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（旧） 

（３）地区計画の想定対象区域 

市街化調整区域の想定される対象区域は、上記の類型ごとに次

のように設定します。 

 
 
 
 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区計画の類型 設定可能区域 

（略） （略） 

⑥駅周辺地域活

性型 

袖ケ浦駅、横田駅から概ね 1 ㎞以内の市街化調

整区域（長浦駅は周辺に市街化調整区域が存在

しないため除外） 

⑦公共施設跡地

利活用型 

跡地活用を図る公共施設用地であって、土地利

活用の目的を達成するために必要な公共施設用

地を含む一団の土地の区域 

地区計画の類型 設定可能区域 

（略） （略） 

⑥駅周辺地域活

性型 

袖ケ浦駅、横田駅から概ね 1 ㎞以内の市街化調

整区域（長浦駅は周辺に市街化調整区域が存在

しないため除外） 

 

都市拠点周辺

地域拠点周辺

高速道路インターチェンジ周辺等

生産系緑地

保全系緑地

農住調和地

既存開発住宅地

集落地

駅周辺地域活性型

インターチェンジ周辺型

主要幹線道路沿道型

既存開発住宅地型

集落地型

農住調和地型

都市計画マスタープランの位置づけ 地区計画の類型

公共施設跡地利活用地区 公共施設跡地利活用型

 

都市拠点周辺

地域拠点周辺

高速道路インターチェンジ周辺等

生産系緑地

保全系緑地

農住調和地

既存開発住宅地

集落地

駅周辺地域活性型

インターチェンジ周辺型

主要幹線道路沿道型

既存開発住宅地型

集落地型

農住調和地型

都市計画マスタープランの位置づけ 地区計画の類型
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（４）類型別の基準 

①～⑥（略） 

⑦公共施設跡地利活用型 

地区計画の類型 公共施設跡地利活用型 
決定できる区域及び規模 ・跡地活用を図る公共施設用地で

あって、土地利活用の目的を達成す

るために必要な公共施設用地を含

む一団の土地の区域 
 ただし、地区計画の区域（道路、

水路等の公共用地を除く。）面積は、

公共施設用地面積の原則 1.5 倍を

超えてはならない。 
・原則、０．５ha 以上の区域 

地区計画の目標 袖ケ浦市総合計画や都市計画マス

タープランに即したものとし、土地

利用に応じ適切に定める。 
地区整備計画 
地区施設 袖ケ浦市総合計画や都市計画マス

タープランに即したものとし、土地

利用に応じ適切に定める。 
建築物に関する事項 

建築物等の用途の制限 
袖ケ浦市総合計画や都市計画マス

タープランに即したものとし、誘導

する土地利用に応じ適切に定める。 

 

（旧） 

（４）類型別の基準 

①～⑥（略） 
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容積率及び建ぺい率の

最高限度 
土地利用に合わせて、適切に定め

る。 

敷地面積の最低限度 
土地利用に合わせて、適切に定め

る。 

壁面の位置の制限 
土地利用に合わせて、適切に定め

る。 
建築物等の高さの最高 
限度 

土地利用に合わせて、適切に定め

る。 
建築物等の形態・意匠 
の制限 

袖ケ浦市景観計画に即したものと

し、必要に応じて適切に定める。 
かき・さくの構造の 
制限 

周辺環境へ配慮したうえで適切に

定める。 
土地の利用に関する 
事項 

自然環境を著しく悪化させる土地

利用は規制する。 
備考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（旧） 
 
 


